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１ 前年度指摘事項等に対する措置等

（１）指摘事項

指 摘 事 項 措 置 状 況 等

該当なし

（２）監査意見

監 査 意 見 処 理 状 況 等

該当なし

（３）決算審査意見

決 算 審 査 意 見 処 理 状 況 等

該当なし

２ 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

指 摘 事 項 措 置 て ん 末

(口頭指摘) 「県民の声」の受付窓口については、県民の利便性の観点か

２「県民の声」制度の再点検について ら数カ所に限定するのではなく、すべての部局・課で受付ける体制

県民の声は、「県民とともに歩む県政」「県民に開かれた県 とすることが適切である。このため、各部局・課に寄せられる意見につい

政」を推進するため、県政に対する提言、要望や意見、苦情 て、担当外であってもタライ回しせず内容を聞き取り、「県民の声」に登録

等を広く県民から募集して、積極的に施策に反映する制度 して迅速かつ円滑に対応している。

で、平成１１年度から行われています。 また、県民課及び各総合事務所県民局は、担当課がわからな

県民から寄せられる意見は、県民課及び各総合事務所県民局 い県民の方等から寄せられる「県民の声」の窓口の役割を果た

が窓口となり、内容に応じて担当部局・課に振り分けられる すとともに、回答の遅延等が生じないよう担当課を指導するな

しくみになっていますが、窓口の一本化は、県民側のメリッ ど進行管理にも一層努めているところである。

トが強調されやすいものの、一方で、苦情対応や処理に要する時間

短縮などにおいて、行政側の都合に拠る部分も大きく、決められた手 期限内での回答割合

続きや効率化を優先するあまり、かえって行政事務の非効率を招く恐 ・平成21年度 ７１ ％

れも否めません。その結果、県民軽視や行政サービスの低下を招いて ・平成22年度 ７２％

は本末転倒であります。

ついては、窓口と担当課の役割分担を明確にし、双方のつな

ぎが迅速かつ円滑に運ぶよう連携を密にするなど、県民の視

点で窓口業務・対応方法を今一度再点検すべきであります。



３ 組織及び業務調べ

課 名 係（担当）名 課 の 主 な 所 掌 事 務

県民の声担当 ・県政に対する提案、意見、苦情等の処理に関すること。

県 民 課 ・陳情、要望等の処理に関すること。

情報公開担当 ・情報公開に係る事務の総括に関すること。

・個人情報保護に係る事務の総括に関すること。

・行政手続に係る事務の総括に関すること。

県民参画基本 ・県民参画基本条例(仮称)の総括に関すること。

条例担当 ・同条例検討委員会の総括に関すること。

草の根自治支 ・住民自治の支援に関すること。

援・企画担当 ・民意を県政に反映させるための施策の企画及び調整に関すること。

４ 職員の定員、現員調べ

種 別 事務職員 技術職員 現業職員 合 計 備 考

23.4.1 22.4.1 23.4.1 22.4.1 23.4.1 22.4.1 23.4.1 22.4.1

区 分 現 在 現 在 現 在 現 在 現 在 現 在 現 在 現 在

定 員
１１ １１ ０ ０ ０ ０ １１ １１

現 員
（１） （１） （ ） （ ） （ ） （ ） （１） （１） （）内は育児休業職員で

１２ １２ ０ ０ ０ ０ １２ １２ 内数

過不足(△)
１ １ ０ ０ ０ ０ １ １

臨 時 職 員
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

非常勤職員
一般事務(総合受付担当)

４ ４ ０ ０ ０ ０ ４ ４ ３ 事務補助１

５ 役付職員の調べ

（平成２３年８月１日現在）

職 名 氏 名 在 職 期 間 備 考

年 月

県 民 課 長 宮 本 則 明 ４

参 事 西 岡 克 朗 ４

参 事 島 田 真紀子 ２ ４ 育児休業中

課長補佐兼主幹(草の根自治

支援・企画担当) 佐田久 雅 文 １ ４

主 幹

（県民の声担当） 河 原 英 徳 １ ４

主 幹(県民参画基本条例

担当) 森 田 厚 史 １

主 幹(情報公開担当)

田 原 昭 彦 ２ ４



６ 主な事業に関する調べ

事 業 名 概 要

草の根自治支援事 ア 目的及び事業の実施状況

業 （ア）目的

決算額 主権者としての地域の住民は、行政に対して主体的に働きかけ、地域の実情に

２２０千円 あった行政改革などに繋げていくべき立場にあるが、｢意欲不足(行政や議会への

お任せ)｣と｢情報不足(行政への働きかけ手段や行政の現状についての知識不足)｣

（財源内訳） から、その本来の立場が十分に活かし切れていない。

一般財源 そのため、住民自身の意識改革を支援するため、住民自治に関する情報提供や

２２０千円 助言等を行うとともに、行政改革に意欲のある地域住民からの相談に応じて、行

政への働きかけ手段や先進事例の紹介などを行うことにより県内の住民自治の浸

透を図る。

（イ）事業の実施状況

・講座・学習会への出講 出講数 １２回

(内訳)

出前説明会・住民勉強会の実施

実施回数 ５回 参加者数 １８３人

｢地方自治を学ぶ授業｣の実施

実施回数 ２回 内訳：高等学校１校(３４人)、小学校１校(３０人)

県庁見学者に対する草の根レクチャー

実施回数 ２回 参加者数 ６２人

草の根自治講座及び相談会の実施

実施回数 ３回(鳥取、米子、倉吉) 講座受講者数 ９人、相談件数

５件

・住民からの草の根自治に関する個別相談対応 相談件数 １２件

・｢鳥取県における住民自治の現状｣の電子アンケート調査の実施

調査時期 平成２２年１１月１６日～２８日

対象者 県政参画電子アンケート会員 ２８３人

回答数及び回答率 １７０人(６０.１％)

・｢指標で比較する市町村のすがた｣､｢地方財政用語辞典｣､｢草の根自治の手引

き｣のＨＰ掲載

・啓発用資料(リーフレット等)の作成・配布

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

住民自治の考え方を理解し、地域住民が行政への働きかけを促す機会を確保で

きるように、次の３点を重点に、積極的に地域に出かけて草の根自治の啓発や事

業の活用を紹介する取組を行った。

・市町村公民館等へ出向いての事業紹介

市町村公民館等への訪問数 ８１件

・各種地域団体への事業紹介、研修会での説明

自治会連合会、老人クラブ、社会福祉協議会等 １４件

・学校、大学関係への説明

校長会、大学事務局、図書館等 ５件

ウ 成 果

・上記ア(イ)のとおり、地域における講座・学習会等への出講依頼は１２回であ

った。主に公民館事業を中心として出向くとともに、企画講座を実施するなど

により学習機会を提供できた。



事 業 名 概 要

草の根自治支援事 ・上記イのとおり、積極的に地域に出かけた啓発(１００件)により、住民自治の

業 機運の醸成に寄与できた。

・個別相談件数は１２件であった。住民に身近な自治体の施策に関する問い合わ

せに対しては、住民自治の取組手法等を紹介し、併せて住民自らが動く重要性

などの助言を行った。

＜平成２２年度の主な相談事例＞

・小学校統合について町の審議会の答申が出されたが、統合に疑問を持つ廃止

予定地区の住民として何ができるのか。

→ 地域の賛同者を集めて町役場に小学校廃止に伴う問題点の意向を伝え

るとともに、町の事業計画に係る情報収集等の方法について助言した。

・町税の過誤納金補填支払要綱が本年４月に制定されたが、制定以前の誤納金

についても補填が受けられるように読めるがどう理解したらよいか。

→ 町が独自に制定した要綱であり、内容については町の策定背景等を踏

まえることになる。ただし、町民にとっては要綱で町の制定趣旨を理解

できることが必要であるので、分かりづらい言い回しは改めるように要

望するよう助言した。

エ 課 題

県内の住民意識に住民自治の考え方が浸透しているとは現時点では言えず、ま

た、住民自治の意識の浸透は一朝一夕にはいかないため、引き続き粘り強く啓発

を行っていく必要がある。

※ ｢鳥取県における住民自治の現状｣の電子アンケート調査結果から

(平成２２年１２月)

・県民の住民自治に係る認識では、選挙については認識されていたが、そ

の他の自治制度については認識されている割合が少なく、また、地域の

住民自治の取組にも約３／４の方の関わりがなかった。今後も地域にお

ける学習会の支援、ホームページによる情報提供等の継続を要する。

・市町村行政においては、住民意見の自治体施策への反映等が不足してい

るとする意見が５割近くあり、また、住民の声などに対する自治体の取

組についても不十分とする回答が１／３あった。県内市町村の取組につ

いての意見として市町村に周知するとともに、住民自治に係る情報の入

手先としても身近な市町村と県とは、住民自治における業務において連

携を緊密に保つことを要する。

・県が行ってきた草の根自治(住民自治)の取組については、約３／４の方

にその存在が知られていなかったことが分かり、これまで取組を整理し

上記の内容も併せて地道な啓発に努める必要がある。

出前説明会実施事 ア 目的及び事業の実施状況

業 （ア）目的

決算額 県が重点的に取り組んでいる事業や県民の関心が高い県政の課題などについ

１２６千円 て、県民からの要望に応じて、県の幹部職員が県民の集会等に出向いて説明

し、併せて県民の生の声を聴き施策に反映させるとともに、県と県民とのコミ

（財源内訳） ュニケーションの向上を図る。

一般財源 （イ）事業の実施状況

１２６千円 ・実施テーマ数 ２２３ （Ｈ２１：２２１）

・開催回数 ３４４回（Ｈ２１：３４５回）

・主な実施テーマ

・ユニバーサルデザイン ・環境への取組み ・消費生活相談の状況等



事 業 名 概 要

出前説明会実施事 イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

業 県民が出前説明会のテーマを選びやすくするため、各課にテーマを幅広く設定

していただいた。

ウ 成 果

県民に対し、県が重点的に取り組む事業や県民の関心が高い県政の課題につい

て説明し、併せて、県民の生の声を聴くなど、県と県民のコミュニケーションの

向上を図ることにより、県民の県政参画を推進した。

エ 課 題

地域からの要請も踏まえつつ、自ら積極的に出かける取組みも必要。

県政参画電子アン ア 目的及び事業の実施状況

ケート実施事業 （ア）目的

県政課題の意思決定過程において、県民参画を進め、県民の意識・意向を県

決算額 政に反映させるため、あらかじめ公募により選考した県政参画の電子アンケー

１，２７８千円 ト会員３００名（定員３００名）に対し、インターネットを利用してアンケー

ト調査を実施する。

（財源内訳） （イ）事業の実施状況

一般財源 ・実施件数１４件（平成２１年度：１２件）

１，２７８千円 ・主な実施テーマ（回答率）

立ち向かうべき大きな政策テーマ（６５．０％）

鳥取環境大学の今後のあり方（７３．２％）

鳥取環境大学の改革に関するアンケート（６５．０％）

鳥取県における人権に関する施策の基本方針（６６．０％）

（３）平均回答率

６７．８％（Ｈ２１：６２．２％）

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

パブリックコメントの実施にあたり、電子アンケートとの併用を進めた結果、

電子アンケートの実施件数が増加した。また、会員の固定化解消のため平成２２

年１月に会員応募要件を改正した結果、２２年度会員から大幅に改善された。

ウ 成 果

電子アンケート調査により県民の意向を迅速に把握し、県政課題の意思決定を

行う上での参考とし、県民の県政参画を推進した。

エ 課 題

会員が定員を満たしておらず（平成２３年６月時点で２０６名）、新規会員募

集にあたり、一層のＰＲが必要である。

パ ブ リ ッ ク コ ア 目的及び事業の実施状況

メント実施事業 （ア）目的

県の主要な施策や重要な条例等の立案にあたり、主旨・内容等を広く県民に公

決算額 表（新聞広告、ホームページ、県の窓口等での資料配架）して意見を求め、寄せ

４，４６５千円 られた意見を参考に最終的な意思決定を行うことにより、県民の県政参画の推進

を図るとともに、県の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図る。

（財源内訳） （イ)事業の実施状況

一般財源 ・意見募集した事業件数 ２０件（平成２１年度 １３件）

４，４６５千円 ・意見・提案等件数 １，０９６件（平成２１年度９１９件）

・実施テーマ例示



事 業 名 概 要

パブリックコメン 立ち向かうべき大きな政策テーマについて

ト実施事業 新しい公共事業推進基本方針及び事業計画

人権施策基本方針の第二次改訂

青少年健全育成条例の一部改正

暴力団排除条例の概要

県公営企業の今後の方向性

犬、ねこの譲渡実施要領改正

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

施策の主旨、内容等を広く県民に公表しより多くの県民に関心を持ってもらう

ことが重要であるため、引き続き以下の方法で県民へのＰＲに努めた。

①新聞広告掲載 ②報道への資料提供 ③とりネットホームページでの紹介

④県民課、各総合事務所県民局、県立図書館及び各市町村の窓口での閲覧・配架

（県立図書館では、パブリックコメントの参考となる資料を紹介するサービスを

実施）⑤計画等がページ数等ボリュームが多い場合は、担当課に要約版を作成す

るよう要請

また、なるべく多くの意見が寄せられるよう、担当課に説明会・意見交換会等

の開催及び関係者や関係団体への呼びかけに努めるよう要請した。

さらに、可能な限り電子アンケートを併せて実施するなどの工夫も行った。

ウ 成 果

計画・条例等の制定に当たり、県民から寄せられた意見を参考に意思決定を行

うことにより県民の県政参画を推進した。

エ 課 題

実施に当たっては、多くの県民の方に関心を持ち参画していただけるよう、わ

かりやすい表現や要約版の作成を心がけるとともに、電子アンケートとの併用、

担当課への意見交換会の要請等引き続き工夫していく必要がある。

県民の声推進費 ア 目的及び事業の実施状況

決算額 （ア）目的

県政に対する提言、要望、苦情等を広く県民から募集し、行政への県民参画

９９２千円 を推進するとともに県民からの提案、意見については、積極的に施策に反映す

る。

（財源内訳） （イ）事業の実施状況

一般財源 【県民の声の受付状況】 ※県民の声として寄せられた県政に対する意

９９２千円 メール １，１３２件 見等については、県の対応状況を、ホーム

来 庁 １３４件 ページ等で県民の皆さんに広く紹介するこ

電 話 ６２８件 とにより、積極的に県政への参画を推進し

その他 ４０９件 ている。

計 ２，３０３件

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

平成１９年度から導入した各部局・各総合事務所処理用データベースを活用し

て進捗管理を行い、県民目線に立った的確で迅速な対応に努めた。

・意見者への期限内（２週間以内）の回答率

→平成２０年度：５４％、平成２１年度：７０．６％、平成２２年度７２.１％



事 業 名 概 要

県民の声推進費 ウ 成 果

県民の声を幅広く受け入れるため、意見募集用紙の配架、電子メールでの意見

募集等を行い、平成２２年度は２，３０３件の意見が寄せられた。それに対し、

平成２３年度当初予算及び平成２２年度補正予算で３３事業を事業化、予算以外

でも１１２件の施策改善を図るなど、積極的な施策反映を図った。

県民からの意見の反映状況

（平成２３年度当初予算及び平成２２年度補正予算新規・拡充事業）

部 局 名 施策反映事業数 ※県民の声が反映された主な施策

総 務 部 １事業 ○電算システム運用事業（クレジッ

企 画 部 １事業 ト納税を導入するため税務基幹シ

文 化 観 光 局 ２事業 ステムを改修する）

福 祉 保 健 部 ６事業 ○特別医療助成事業（小児医療につ

生 活 環 境 部 ２事業 いて、平成２３年４月から助成対

商 工 労 働 部 １８事業 象を中学校卒業までに拡充する）

農 林 水 産 部 １事業 ○県内企業雇用維持支援事業（県内

教 育 委 員 会 １事業 製造業の事業統合・再編による大

東部総合事務所 １事業 規模な雇用調整に対する雇用維持

計 ３３事業 のための新たな取組みを支援する

制度を創設する）

※事業数は意見に対する延事業数（財政課公表資料より）

エ 課 題

引続き各県民局と連携し県民目線に立った的確で迅速な対応を行う必要がある

不当要求行為等対 ア 目的及び事業の実施状況

策事業 （ア）目 的

県及び職員に対する不当要求行為等に対し組織的に対応するため、職員の能

決算額 力向上を図るとともに、必要な支援を行なう。

６８千円 （イ）事業の実施状況

（１）職員の対応能力向上を図るため、警察本部及び暴力追放県民会議の協力を

（財源内訳） 得ながら研修を実施した。

一般財源 ・不当要求行為等対策責任者研修会 ３回 １００名

６８千円 (暴対法講習会と共催)

・不当要求行為等対策研修会 ２回 ２１０名

・部局・所属単位研修 ５６回 ２，４５３名

・指定管理者による不当要求行為等 １回 ２７名

対策責任者研修会

（２）事案データベースの構築 現在２８件登載

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

部局・所属単位研修の実施を促進し、全職員が年１回受講することを目標に取

り組んだ。

ウ 成 果

各種研修会、講演会の実施等により、多くの受講者を得て、職員の対応能力向

上を図ることができた。

エ 課 題

県の業務遂行に著しい支障を生じさせる不当要求行為等については、警察、弁

護士とも連携をとって法的な解決を図ることが必要である。



事 業 名 概 要

情報公開制度実施 ア 目的及び事業の実施状況

事業 （ア）目 的

公文書の開示のほか、必要な情報を積極的に提供し、県の諸活動を県民に説

決算額 明する責務を全うすることにより、県民参加による開かれた公正な県政の推進

３６０千円 に資する。

（財源内訳） （イ）事業の実施状況

一般財源 公文書開示の実施状況

１３２千円 区 分 件 数

その他 公文書開示請求件数 ２７３

２２８千円 処理件数 開示 ２１２

（延２７９件） 部分開示 ４４

非開示 １

取下げ １３

不存在 ９

存否応答拒否 ０

※ 開示請求件数と処理件数の計が異なるのは、１件の請求に対して２つ以上の

開示決定等を行ったものがあるためである。

情報公開制度の普及・啓発

・鳥取県情報公開条例の運用状況を鳥取県公報に登載した。

・公文書開示請求の状況をホームページで公開した。

・鳥取県情報公開条例の趣旨、解釈及び運用をホームページで公開している。

・機会を捉えて職員等を対象として情報公開制度の研修を行っている。

平成２２年度鳥取県情報公開審議会の開催状況 なし

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

・ホームページによる情報発信の充実

新たに次の情報をホームページに公開した

県出資法人の財務諸表

申請に対する処分の審査基準、標準処理期間、申請書様式・記載例等

・外部講師による研修の実施

職員人材開発センターと連携して、県民の行政参画を促す情報公開につ

いて外部講師による研修会を実施。

日時：平成２２年１０月２６日午後２時から５時

場所：県立博物館講堂

標題及び講師：

「情報公開のあり方」 鳥取大学地域学部 中村准教授

「情報公開とホームページ」ソンズ株式会社 鈴木代表取締役

ウ 成 果

積極的な情報発信により、県民の方が開示請求を行わなくても必要な情報を

得ることができた。

・平成２１年度３４９件 平成２２年度２７３件



事 業 名 概 要

情報公開制度実施 エ 課 題

事業 今後とも、県民ニーズを反映させた情報発信等により、開示請求を行わなく

ても必要な情報が得られるようにする必要がある。

また、県民が知りたい情報を速やかに情報公開できるよう、情報公開に要する

期間を更に短縮するよう職員の認識を更に深めていく必要がある。

個人情報保護・行 【個人情報保護推進事業】

政手続制度推進費 ア 目的及び事業の実施状況

（ア）目的

決算額 鳥取県個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を図るとともに、個人情報の本

６３千円 人への開示を行う。

（財源内訳） （イ）事業の実施状況

一般財源 個人情報保護制度の普及・啓発

６１千円 ・鳥取県個人情報保護条例の運用状況を鳥取県公報に登載した。

その他 ・出前講座等で事業者等に個人情報保護制度の研修を行った。

２千円 ・職員を対象として個人情報の適正管理等の研修を行った。

本人による個人情報開示

・開示請求件数

区 分 件 数

個人情報開示請求件数 ５４

処理件数 開示 ４２

（５４件） 部分開示 ９

非開示 １

不存在 ０

取下げ ２

・口頭による開示請求件数（職員採用試験結果など）

実施機関 開示請求件数

知事(知事部局) ２６８

教育委員会 １，７８１

警察本部長 ３０３

人事委員会 ４５６

病院事業管理者 ２４

合 計 ２，８３２

平成２２年度鳥取県個人情報保護審議会の開催状況 なし

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

・任意提供の範囲を拡大し、本人が県へ提言された内容の記録で所属長が任意

提供することが適当であると認めるもの（例 県民の声の聞き取り票）を対

象とし、県民の負担軽減を図った。

・ホームページでの個人情報の漏洩は、大規模なものになる可能性があること

から、広報課が実施するホームページについての研修会で、個人情報保護の

説明をした。（平成２２年５月～６月にかけて本庁、中部総合事務所、西部

総合事務所で計１０回開催。参加人数の合計１５０人)



事 業 名 概 要

個人情報保護・行 ・知事部局において行うすべての非常勤職員及び臨時的任用職員の採用試験結

政手続制度推進費 果について、口頭による開示請求ができることとした。

ウ 成 果

・個人情報の重大な漏洩事故等が発生しなかった。

・各種研修会等を通じ、職員及び県民の個人情報保護に対する理解・認識がより深ま

ってきた。

エ 課 題

全国的には、個人情報の漏洩事故は発生しており、本県においても引き続き漏洩防止

や個人情報に配慮した執務室への改善などの対策、職員の意識啓発を進めていく必要が

ある。

【行政手続制度推進事業】

ア 目的及び事業の実施状況

（ア）目的

行政手続法及び鳥取県行政手続条例に基づき､県の行政手続きの公正の確保と透明化

を図る。

（イ）事業の実施状況

行政手続きの透明化のため、申請に対する処分の審査基準・標準処理期間、

不利益処分基準等を設定し、公表している。

イ 平成２２年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

申請に対する処分について、申請書様式、申請書記載例、添付書類、根拠条

文、審査基準、事前協議期間、標準処理期間、電子申請の可否、受付機関、問い

合わせ先等をホームページで公開した。

不利益処分について、根拠条文、不利益処分をする基準(内容、程度)、処分機

関、問い合わせ先等をホームページで公開した。

ウ 成 果

審査基準等について県民から求められることが無く、やや形骸化していたが、２１年

度にデータベースを作成し、２２年度に入力・公開したことにより、改めて重要性が認

識されるに至っている。

エ 課 題

審査基準、標準処理期限等が適正かどうか絶えず見直しを行う必要がある。



７ 決算調書

（総括表）

（単位：円）

予 算 現 額 支出済額 支出済額の内訳 翌 年 度

区 科 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び 予 備 費 計 Ｂ 繰 越 額 差引増減額 備 考

分 繰越事業費 支出及び Ａ 本 庁 出納機関 Ｃ Ａ-Ｂ-Ｃ

繰 越 額 流用増減

一般管理費 1,178,000 0 0 0 1,178,000 220,020 220,020 0 0 957,980

歳 広報費 21,588,000 0 0 0 21,588,000 18,244,174 18,244,174 0 0 3,343,826

出 文書費 1,507,000 0 0 0 1,507,000 422,544 422,544 0 0 1,084,456

総合事務所費 3,465,000 △1,603,000 0 0 1,862,000 489,800 0 489,800 0 1,372,200

合 計 27,738,000 △1,603,000 0 0 26,135,000 19,376,538 18,886,738 489,800 0 6,758,462

同 上 雑 入 351,000 0 0 0 351,000 311,702 311,702 0 0 39,298

財 源 小 計 351,000 0 0 0 351,000 311,702 311,702 0 0 39,298

内 訳 一般県費充当 27,387,000 △1,603,000 0 0 25,784,000 19,064,836 18,575,036 489,800 0 6,719,164

合 計 27,738,000 △1,603,000 0 0 26,135,000 19,376,538 18,886,738 489,800 0 6,758,462



８ 事業別実施状況調べ

（単位：円）

事 業 名 予 算 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 差引残額 事業の計画と実績・成果

（一般管理費）

草の根自治支援事業 1,178,000 220,020 0 957,980

目 計 1,178,000 220.020 0 957,980

(広報費)

総合受付等運営費 12,490,000 10,748,971 0 1,741,029 県庁総合受付、代表電話、県

政資料等閲覧コーナー等の運

営を行った。

県庁まるごとギャラリー 850,000 566,022 0 283,978 県民課所管のスペースを活用

推進事業 して主要イベントや民間活動

の紹介を行ってきたが、効果

が薄れてきたことから、平成

２２年度限りで廃止した。

パブリックコメント実施 4,678,000 4,465,125 0 212,875

事業

出前説明会実施事業 193,000 126,535 0 66,465

県政参画電子アンケート 1,853,000 1,277,628 0 575,372

実施事業

県民の声推進費 1,424,000 991,983 0 432,017

不当要求行為等対策事業 100,000 67,910 0 32,090

目 計 21,588,000 18,244,174 0 3,343,826

（文書費）

情報公開制度実施事業 850,000 359,861 0 490,139

個人情報保護・行政手続 657,000 62,683 0 594,317

制度実施事業

目 計 1,507,000 422,544 0 1,084,456

（総合事務所費） 日野郡内の広聴機能の充実等

鳥取県日野郡民行政参画 1,862,000 489,800 0 1,372,200 により、同会議の設置期限を

推進会議運営費 第４期委員の任期である平成

２２年７月８日限りとした。

目 計 1,862,000 489,800 0 1,372,200

合 計 26,135,000 19,376,538 0 6,758,462



９ 予備費の充用調べ

該当なし

１０ 繰越関係調べ

該当なし

１１ 収入証紙取扱調べ

該当なし

１２ 収入事務処理状況調べ

（１）分担金及び負担金

該当なし

（２）使用料

該当なし

（３）手数料

該当なし

（４）財産収入

該当なし

（５）寄付金

該当なし



１２ 収入事務処理状況調べ

（６）諸収入

（単位：円）

収 入 科 目
件 数 調定金額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 根拠法令名等 備 考

目 節 細 節

雑 入 コピー収入 403 270,860 266,510 0 4,350 鳥取県情報公開条例

雑入 非常勤職員雇用保険料 45,192 45,192 0 0

計（節） 403 316,052 311,702 0 4,350

本庁執行分計（目） 316,052 311,702 0 4,350

出納機関執行分計（目） 0 0 0 0

目 計 316,052 311,702 0 4,350

合 計 316,052 311,702 0 4,350



（７）現金の取扱状況

ア 現金取扱状況

（単位：円）

収入科目（節） 収入済額 備 考

物品売払収入 ３６３，７０２ 刊行物売払収入、ピンバッジ売払収入

雑 入 ９９，３３０ 公文書・個人情報複写代金

合 計 ４６３，０３２

イ つり銭の状況

（平成２３年３月３１日現在）

つり銭の有無 有 つり銭の額（円） ８，８００



１３ 税外収入未済額調べ
（単位：円）

区 分 過 年 度 分 現 年 度 分 収入未済額 計

収入科目 前年度 左のう 不納欠 収 入 収入未済額の 調定額 収入済額 収 入 Ａ＋Ｂ 未収理由

以前か ちの収 損額 未済額 調定年度内訳 未済額

らの繰 入済額 Ａ 19年度 20年度 21年度 Ｂ

目 節 細節 越額 以前

雑入 雑入 コピー収入 3,560 0 0 3,560 1,220 2,340 0 267,300 266,510 790 4,350 支払拒否

非常勤職員 0 0 0 0 0 0 0 45,192 45,192 0 0

雇用保険料

計（節） 3,560 0 0 3,560 1,220 2,340 0 312,492 311,702 790 4,350

本庁執行分計（目） 3,560 0 0 3,560 1,220 2,340 0 312,492 311,702 790 4,350

出納機関執行分計（目） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目 計 3,560 0 0 3,560 1,220 2,340 0 312,492 311,702 790 4,350

合 計 3,560 0 0 3,560 1,220 2,340 0 312,492 311,702 790 4,350



１４ 未収金回収促進のための取り組み状況調べ

収 入 科 目 債権管理 取り組み状況 取り組み効果

目 節 細節 事務取扱

要領の作

成の有無

諸収入 雑入 雑入 無 ・小額なことから文書催 なし

（公文書開示 告、電話催告を行っている。

費用） ・任意提供については、未

納がある請求者に対しては

応じないこととしている。

・１名は所在不明。

１５ 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

１６ 債務負担行為の状況調べ

該当なし

１７ 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

（１）負担金

該当なし

（２）補助金

該当なし

（２－２）補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）

該当なし

（３）交付金

該当なし



（４）委 託 料

予 算 科 目 国 委託料の名称 委託契約の 当 初 契 約 入札等 完 了 支 出 の 状 況

（目） 補 相手方 予定価格 (契 約 年 月 日) 契 約 年月日 年 月 日 備 考

単 契 約 額 期 間 (契約保証金納 支出 支 出 金 額

県 変 更 契 約 （ 最 終 ) 付等年月日) 履行検査 区分 年月日

の (契 約 年 月 日) 契 約 契約形態 年 月 日

別 契 約 額 期 間

広報費 単 県民の声等デ 株式会社鳥取 （22.4.1） 22.4.1 22.3.25 23.3.31 23.5.16 477,073 単価契約

県 ータベース・ 県情報センタ 4,207円/時 4,207円/時 ～ (免除) 随意契約理由

システム管理 ー 23.3.31 精 下記①

運営及び保守

管理 ～ 随 23.4.20

広報費 単 県政参画電子 株式会社鳥取 （22.4.1） 22.4.1 22.3.19 23.3.31 単価契約

県 アンケートシ 県情報センタ 4,417円/時 4,207円/時 ～ （免除） 精 23.5.10 777,453 随意契約理由

ステムデータ ー 23.3.31 下記②

ベース作成・

保守管理 随 23.4.21

本庁執行分計 1,254,526

出納機関執行分計

目 計 1,254,526

総合事務所費

出納機関執行分計 54,180 日野総合事務所

目 計 54,180

合 計 1,308,706

(随意契約の理由）

①当該データベースは、株式会社鳥取県情報センター（以下「契約の相手方」という。）が開発したものであり、また、既設されている県の通

信回線及び設備を利用するものであり、その管理運営は契約の相手方が行っている。他社の調達では、すでに敷設されている県の通信回線

及び設備の便益に著しい支障を生ずるおそれがあることから契約の相手方以外契約できる者は他にいない。なお、当該データベースは数多

くの個人情報を蓄積しており、インターネット公開ほかセキュリティー面で特に留意を要するシステムであるが、契約の相手方は、回線及

び機器の運用に熟知しており、当該データベースについてこれまでに適切な管理保守等の実績がある。

②当該データベースは、既設されている通信回線及び設備を利用し、その管理運営は契約の相手方が行っており、また当該データベースで保

有する個人情報等、インターネット公開ほかセキュリティー面で特に留意を要するシステムであるが契約の相手方は、これまでに適切な管

理保守等の実績がある。



（４－２）委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）

該当なし

１８ 工事請負費調べ

該当なし

１８－２ 工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）

該当なし

１９ 財産に関する調べ

（１）公有財産

該当なし

（２）金券類の受払状況

ア 金券の受払状況

（平成２３年３月３１日現在）

種 別 前年度末 本 年 度 中 本年度末 備 考

購 入 額 使 用 額

８，１９０円 ２００円 ４，８３０円 ３，５６０円

郵便切手及び郵便はがき

収入印紙

収入証紙

タクシークーポン券

鉄道バスプリペードカード

８，１９０円 ２００円 ４，８３０円 ３，５６０円

合 計

イ タクシーチケットの受払状況

（平成２３年３月３１日現在）

前年度末未使用枚数 本 年 度 中 本年度末未使用枚数

購 入 枚 数 使用枚数及び金額

２８ 枚 ０ 枚 ０ 枚 ２８ 枚

０ 円

（３）基 金

該当なし

（４）債 権

該当なし

２０ 財産の貸付け及び使用許可調べ

該当なし

２１ 借受不動産明細調べ

該当なし



２２ 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

２３ 自動車（二輪を除く）の管理状況調べ

該当なし

２４ 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

２５ 備品の処分状況調べ

該当なし

２６ 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

２７ 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等 特になし




